
県南広域振興局長告示第38号 

 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の19第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者の指定に係る事

業所の名称の変更について次のとおり届出があった。 

  平成21年３月13日 

             県南広域振興局長 勝 部   修  

１ 介護予防訪問介護 

事業所の名称 
介護保険事業所番号 

変更前 変更後 
事業所の所在地 変更年月日 

0370900060 総合福祉ツクイ一関 ツクイ一関 一関市東五代６番30号 平成21年２月15日 

２ 介護予防訪問入浴介護 

事業所の名称 
介護保険事業所番号 

変更前 変更後 
事業所の所在地 変更年月日 

0370900060 総合福祉ツクイ一関 ツクイ一関 一関市東五代６番30号 平成21年２月15日 

 


		2009-03-06T16:32:17+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




